
神奈川県立宮ケ瀬湖集団施設地区及び鳥居原園地条例施行規則の一部を

改正する規則 

 

 神奈川県立宮ケ瀬湖集団施設地区及び鳥居原園地条例施行規則（平成 27 年神奈川県

規則第 69号）の一部を次のように改正する。 

 第２号様式中「㊞」を削り、同様式の備考を削る。 

 第３号様式中「㊞」を削り、同様式の備考を削る。 

   附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用す

ることができる。 

 


